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令和３年２月 第１回佐々町議会臨時会 会議録  

１． 招集年月日 令和３年２月３日（水曜日） 午前10時00分 

２． 場 所 佐々町役場 ３階 議場 

３． 開 議 令和３年２月３日（水曜日） 午前10時00分 

４． 出席議員（９名） 

議席番号 氏  名 議席番号 氏  名 議席番号 氏  名 

１ 須 藤 敏 規 君 ２ 浜 野  亘 君 ３ 永 田 勝 美 君 

４ 長 谷 川 忠 君 ５ 阿 部  豊 君 ６ 永 安 文 男 君 

８ 平 田 康 範 君 ９ 淡 田 邦 夫 君 10 川 副 善 敬 君 

５． 欠席議員（１名） 

議席番号 氏  名     

７ 橋 本 義 雄 君     

６． 法第121条による説明のための出席者職氏名 

職  名 氏  名 職  名 氏  名 職  名 氏  名 

町 長 古 庄  剛 君 副 町 長 中 村 義 治 君 教 育 長 黒 川 雅 孝 君 

総 務 理 事 
兼 事 業 理 事 

松 本 孝 雄 君 総 務 課 長 山 本 勝 憲 君 企画財政課長 藤 永 大 治 君 

税 務 課 長 大 平 弘 明 君 住民福祉課長 今 道 晋 次 君 保険環境課長 安 達 伸 男 君 

建 設 課 長 川 崎 順 二 君 産業経済課長 藤 永 尊 生 君 水 道 課 長 橋 川 貴 月 君 

会 計 管 理 者 内 田 明 文 君 教 育 次 長 水 本 淳 一 君 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

金 子  剛 君 

７． 職務のための出席者職氏名 

職  名 氏   名 職  名 氏   名 

議会事務局長 松 本 典 子 君 議会事務局書記 濱 野  聡 君 

８． 本日の会議に付した案件 

開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 町長報告 

   (1) 新型コロナウイルス感染症の対応について 

日程第４ 委員会報告 

１ 総務厚生委員会 
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    (1) 所管事務調査 

    ① 条例等について 

   ② その他緊急を要する事案について 

２ 産業建設文教委員会 

    (1) 所管事務調査 

    ① 農林業について 

日程第５ 議案第１号 専決処分した事件の承認を求める件 

            （佐々町税外収入督促手数料及び延滞金に関する条例の一部を改正 

する条例） 

日程第６ 議案第２号 専決処分した事件の承認を求める件 

          （令和２年度 佐々町一般会計補正予算（第８号））  

日程第７ 議案第３号 令和２年度 佐々町一般会計補正予算（第９号） 

閉会 

 

９．審議の経過 

（10時00分  開会） 

 

― 開会 ― 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    皆さん、おはようございます。 

    ただ今から、令和３年２月第１回佐々町議会臨時会を開会します。 

    開会にあたり、町長から御挨拶をいただきます。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    皆様、おはようございます。 

    本日は令和３年２月佐々町議会第１回の臨時会をお願いいたしましたところ、議員の皆様方

には、大変お忙しい中に御出席を賜りまして、厚くお礼を申し上げます。 

    さて、案件につきましては、佐々町の税外収入督促手数料及び延滞金に関する条例の一部を

改正する条例、それから、県の緊急事態宣言に伴います飲食店への営業時間短縮要請の令和２

年度佐々町一般会計補正予算（第８号）の２件につきましては、専決処分をした事件の承認を

求めるものでございます。 

    また、新型コロナ対策感染症のワクチン接種事業及び農業施設等の災害復旧の事業関係の令

和２年度の佐々町一般会計補正予算（第９号）の以上の３件でございます。 

    新型コロナ感染症の対応につきましては、後ほど町長報告の中で報告をさせていただきたい

と考えております。 

    どうぞ御審議をいただきまして、御決定をいただきますようにお願い申し上げまして、簡単

でございますけど、開会にあたりましての御挨拶に代えさせていただきます。 

    どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

― 開議 ― 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    本日、７番、橋本義雄君から病気入院中のため欠席届が提出されております。 
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    よって、本日の出席議員は９名出席です。 

    これより本日の会議を開きます。  

 

― 日程第１ 会議録署名議員の指名 － 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

    本日の会議録署名議員は、会議規則の規定により、２番、浜野亘君、３番、永田勝美君を指

名します。 

 

― 日程第２ 会期の決定 － 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    日程第２、会期の決定を行います。 

    本臨時会の会期については、配布しております議事日程表のとおり、２月３日、本日１日間

にしたいと思います。 

    日程について説明を行います。 

    はじめに、町長報告です。１件の報告を町長からお願いします。 

    次に、委員会報告です。１番目に総務厚生委員会所管事務調査の報告を、２番目に産業建設

文教委員会所管事務調査の報告をそれぞれ委員長からお願いします。 

    次に、議案第１号から議案第３号までの３議案です。上程順位については、議案番号順の上

程を予定しています。 

    その後、閉会の予定です。 

    なお、日程については、議事の進行により時間の延長もあろうかと思いますが、あらかじめ

御了承いただきたいと思います。 

    お諮りをします。本臨時会の会期は２月３日、本日１日間に決定することに異議ありません

か。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。 

 

― 日程第３ 町長報告（１）新型コロナウイルス感染症の対応について ― 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    したがって、本臨時会の会期は２月３日、本日１日間に決定しました。 

    次に、日程第３、町長報告に入ります。 

    １件の報告をお願いします。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    それでは、新型コロナウイルス感染症の対応について、御報告をさせていただきます。 

    新型コロナウイルス感染症の拡大防止について、外出自粛など御協力をいただいております

町民の皆様、県の休業要請に御協力をいただいております事業者の皆様に、改めて感謝を申し

上げます。 
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    また、感染されました皆様にお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い回復を心よりお

祈り申し上げます。 

    町民の皆様におかれましても、正確な情報に基づく冷静な対応をお願いいたします。 

    さて、新型コロナウイルス感染症の国内の感染者確認から１年が経過しまして、終息の兆し

が未だ見えないわけでございます。世界では感染者が１億人を超えております。昨年、緊急事

態宣言が発令された４月、国内の感染者のピークは700人程度でございました。しかし、先月１

月８日には7,882人と、10倍を超え、現在、国内感染者の累計は39万人を超えています。 

政府は１月７日に１都３県に対し、１月８日から２月７日までの期間、緊急事態宣言を行い

ました。その後、13日には２府５県の区域が追加され、11都府県で、緊急事態宣言が行われて

おります。 

長崎県でも、１月６日には、県内の感染段階ステージをステージ４に移行し、17日までの期

限として、県下全域に特別警戒警報を発令しました。しかし、感染拡大は収まることはなく、

感染経路不明者も増加し、１月16日には長崎市に対し、県独自の緊急事態宣言が発令されてい

ます。そして、不要不急の外出自粛、県外、離島との往来自粛、在宅勤務の推進、１月20日か

ら ２月７日まで、飲食店等を対象とした、夜８時までの営業時間の短縮要請が行われており

ます。 

この営業時間の短縮要請につきましては、全ての期間中、営業時間の短縮に御協力を得てい

た飲食店に対し、時間短縮協力金を１店舗当たり76万円を支給することとなっています。事務

につきましては、長崎県と各市町が共同して行うこととしており、これに伴う本町の予算につ

きましては、１月19日に専決処分を行っています。事業の詳細につきましては、専決処分の承

認の議案審議の中で説明しますので、よろしくお願い申し上げます。 

本町の新型コロナウイルス感染症拡大防止につきましては、国県の動向に合わせ、昨年３月

からこれまでの18回の新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催いたしております。 

昨年12月定例会で報告しました以降の対応について御報告をいたしますと、昨年12月27日に

町内第１例目の感染者が確認されております。当日緊急に、第16回の対策本部会議を開催し、

改めて感染拡大防止のための措置を協議しております。 

協議に基づき、広報無線での放送、ホームページへの掲載、各世帯に感染者発生に伴う町長

メッセージの配布を行っております。また、住民からの問い合わせが多くなることを予想され

ましたので、休日ではありましたが、総務課、保険環境課の職員を待機させ、対応をさせてお

ります。 

１月14日には、町立学校の関係者に町内４例目の感染者が確認されております。対象の学校

は14日を臨時休校とし、校内の消毒作業を行っております。また、翌日には、学校内には濃厚

接触者はいないという保健所の判断でありましたが、念のため、感染者の確認された学級全員

のＰＣＲ検査を行い、結果は全員陰性となっております。 

１月16日には、県が特別警戒警報発令の継続を宣言されましたので、それを受け、１月18日

には、特別警戒警報発令継続のお願いを、町長メッセージ第６弾ということで、各世帯に配布

しております。 

役場内におきましても、昨年３月から職員に対し、感染拡大防止をお願いし、様々な対策を

行っておりますが、特別警戒警報期間中には、各課が行う会議やイベント等については、参加

等を考慮しながら、中止や延期の判断を行うように指示しております。また、職員の県外、長

崎市への出張についても、やむを得ないものを除き中止をしております。 

これまで、本町では感染拡大防止対策や事業者支援など、様々なコロナ対策を実施してまい

りました。詳細については、昨年の12月の定例会で概要を報告しておりますので省略いたしま

すが、その中のプレミアム付商品券第１次販売分につきましては、販売を１月29日で終了して

おります。 
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現在、その販売の残りが1,700セットほどあります。これにつきましては、改めて２月７日日

曜日の午前９時半より文化会館において、特設販売を実施したいと考えております。これによ

り、コロナ禍で縮小しました地域経済の活性化に少しでも役に立てたいと考えております。 

次に、新型コロナウイルス感染症対策の救助となるワクチンでございますが、国は安全で有

効なワクチンをできるだけ早い時期に提供できるように、今準備を進めております。 

本町といたしましても、新型コロナワクチンの接種が始まった際には、速やかに町民に接種

ができるように、今回補正予算で、新型コロナウイルスワクチンの接種体制の確保に関する経

費を計上しておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

町内の事業者におかれましては、コロナ禍の中、経営が厳しい状態であろうと推察いたしま

す。特に、外出自粛要請が続く中、飲食店、小売業など、大変厳しい状況が続いているものと

思います。 

国においては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が盛り込まれた2020年度

第３次補正予算が成立しております。２月上旬には、その具体的な内容が示されると伺ってお

りますので、本町におきましても、引き続き、国や県の動向を注視しながら、新たな追加支援

について、議会の皆様とともに相談しながら、実施をしていきたいと考えております。 

最後に、本町においても７名の感染者が確認され、佐世保県北地域の確保病床数と入院患者

数の割合も65％を超えており、医療体制がひっ迫する大変厳しい状況が続いています。各地域

でクラスターも発生しております。 

町民の皆様におかれましては、いつどこでも感染の可能性があるものとして、一人一人が危

機感を持って対応をしていただければと思っております。 

今後も引き続き、町民の皆様の平穏な日常が取り戻せるように取り組んでまいりたいと思い

ますので、皆様におかれましても、特別警戒警報発令に伴う要請につきましては、御理解と御

協力をお願い申し上げまして、簡単でございますけど、御報告に代えさせていただきます。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    町長報告が終わりました。 

これから報告に対する質疑を行います。 

ほかに質疑もないようですので、町長報告を終わります。 

以上で、日程第３、町長報告を終わります。 

 

― 日程第４ 委員会報告 ― 

 

議  長（川副 善敬 君） 

日程第４、委員会報告に入ります。 

まず、総務厚生委員会の所管事務調査を報告を委員長からお願いします。 

６番。 

 

    （総務厚生委員長 登壇） 

 

６  番（永安 文男 君） 

    それでは、総務厚生委員会の所管事務調査の報告をいたします。 

    令和３年１月28日木曜日午前10時から、佐々町役場別館会議室で開催し、所管事務調査を行

いました。 

    今回の委員会報告は、きょうの臨時会に関係する分の条例等についての佐々町税外収入督促
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手数料及び延滞金に関する条例の一部改正についてと、その他緊急を要する事案についての新

型コロナウイルスワクチン接種事業についての報告をいたします。 

    まず、佐々町税外収入督促手数料及び延滞金に関する条例の一部改正についてですが、改正

理由として、地方税法等の一部を改正する法律が令和２年３月31日に公布され、延滞金の割合

の特例に関する条項が改正され、令和３年１月１日に施行されるため、令和２年12月28日に専

決処分を行ったもので、内容は改正前の「特例基準割合」が、改正後は「延滞金特例基準割合」

と名称が変わっていることと、計算の前提となる割合について、今回の改正で「平均貸付割合」

と名称が付けられているので、その分の改正を行っており、施行期日は令和３年１月１日とい

うことでの説明がございました。 

    次に、新型コロナウイルスワクチン接種事業についてですが、保険環境課長から資料１、資

料２に基づき説明がありました。資料説明に入る前に、河野担当大臣からきのうの夜に、高齢

者の接種が４月１日以降になるとの発言があったが、この資料は今週の月曜日、厚生労働省の

説明資料を抜粋しているものなので、御了承いただきたいということでございました。 

資料１の説明で特筆すべきは、医療従事者向けの接種は２月の中下旬から開催されることに

なっているが、これは県が調整して実施するとのこと。高齢者向け優先接種とその他の方につ

いては市町村が実施することになるが、ファイザー社のワクチンは、マイナス75度の冷凍庫が

３月下旬までに配布されることになっており、佐々町は１台から２台の配布となっている。設

置場所は町立診療所を想定している。 

接種場所は、原則として住民票の所在地で受けること。例外として、長期入院、入所の方な

ど、やむを得ない事情による場合は、住民票所在地以外での接種を受けることができる。まだ

具体的な詳細は決まっていないということでございます。 

住民の方に送付する接種券の様式説明や、今のところ国から説明されている３社の新型コロ

ナワクチンの特性についての説明がありました。ファイザー社のワクチンの取扱いでは、マイ

ナス75度の冷凍庫で保存すること等、非常に難しいものがあり、佐々町では町立診療所が基本

型施設としてこれにあたるということです。 

集団接種のイメージでは、受付・記録、予診票確認を経て、医師の予診を受けたのちに、接

種してもらい、接種後の状態観察のために15分程度残っていただくという流れになっていると

のことです。 

このワクチン接種については、接種体制確保の補助金と接種対策の負担金に分かれていて、

それぞれ３月末までのスケジュールの説明がありました。 

また、資料２では、ワクチン接種にかかる予算の概要の説明を受け、一つに、体制確保事業

（準備と接種券発送・予約等にかかるもの）と、二つ目、対策事業（集団・個別接種の実施に

かかるもの）で、それぞれ令和２年度事業と令和３年度事業があるということです。 

今回、臨時議会をお願いしている分については、体制確保事業の令和２年度分ということで、

事前の準備に必要なものをあげているということです。 

そのほかに、町内医療機関10のうち９つの医療機関と協議をお願いし、町立診療所を会場と

して、集団接種を実施したいということで、週５日間、１日に２医療機関ずつの協力をお願い

した経緯等の説明を受けました。この集団接種は、接種そのものは看護師でもできるが、必ず

医師の問診が必要であり、医師の協力がないと成り立たないため、今後も町内医療機関と調整

協議し、協力をお願いしていきたいということでした。 

委員からの確認として、ワクチンが３つの種類があるが、住民のほうが選択できるのかとい

うことについて、回答は、基本的に接種会場で取り扱うワクチンは１種類ということで選ぶと

いうことはできません。そのほかに、ワクチンの保管の問題、被害救済の問題、予防接種台帳

の件のお尋ねがあり、診療所での警備、被害救済は国が全責任を持つと聞いており、予防接種

台帳はシステムとしてあるとのことでした。 
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この新型コロナウイルスワクチンの接種事業は、国が６か月を目安に実施をしていくようで

すが、全国的な接種のスケジュールとか数とか、まだ国、それから各市町村も、まだ検討して

いるというような段階ということで、今後具体化されていくものというふうな説明がございま

した。 

そういうことで、きょうは２件の報告といたします。 

以上で、総務厚生委員会の報告を終わります。 

 

（総務厚生委員長 降壇） 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    次に、産業建設文教委員会の所管事務調査の報告を委員長からお願いします。 

    ２番。 

 

    （産業建設文教委員長 登壇） 

 

２  番（浜野 亘 君） 

    令和３年１月29日に産業建設文教委員会を開催しましたので、その概要を報告いたします。 

    案件は、２項目２件について、所管事務調査を行い、執行より４件のその他報告を受けまし

た。 

    本日の臨時会では、その中の農林業についての案件と、その他報告１件のみの報告をさせて

いただきます。 

    （１）農林業について。中川原地区農業用施設災害復旧工事の工事請負変更契約締結につい

てですが、現在、令和元年に被災しました大新田堰の頭首工の工事で、概要は、佐々川を半分

ずつせき止めながら、延長48メートルのゴム堰を取り替える工事で、補助率99.4％で施工して

います。令和２年３月からの繰越事業となっています。 

    工事の変更内容は、施工する段階で、クレーンやダンプトラックの大型車両等に危険性があ

るため、大型車両の転回場所の拡大及び敷鉄板の追加、作業スペースの延長、仮設排水管保護

の盛土の追加などの設計変更が生じて、工事費が約1,100万ほどの増額となってしまい、242万

2,000円の予算不足になるので、予算の補正をお願いし、工事契約の変更をしなければならない

と産業経済課から説明を受けました。 

    委員からは、事業の実施に際し、設計の変更は、県の農政課及び財政課との了解は取れてい

るのか、また、補助率約99％の補助対象に変更ないかの確認があり、県から変更の承認をいた

だいています。また、補助対象で、実績にも変更ありませんが、栗石追加投入は補助対象外と

のことです。 

    設計については、現場を確認すれば、クレーンの配置や作業スペースの確保は分かったので

はないかとの確認があり、県の指導により経費を抑えるため、最小限で設計しましたが、実際

はダンプトラックや大型クレーンに危険が伴うため、変更を余儀なくされました。現場確認の

不足等があり申し訳ございませんでしたとのことです。 

    次に、その他報告の県の緊急事態宣言に伴う飲食店等への営業時短要請の対応についてです

が、内容は20時を超えて営業をされている飲食店等において、県からの時短要請に１月20日か

ら２月７日まで応じていただいた場合には、１店舗当たり１日４万円で、合計76万円が支給さ

れるもので、町は１割を負担することになっております。 

    県の資料では、町内に96店舗が該当するとのことで、事業開始前に専決処分させていただい

たと産業経済課から報告がありました。 

    委員からは、96店舗とのことではあるが、そのうち廃業など、対象外があると思うが、該当
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する店舗数と、また、協力金の支給はいつごろかの確認があり、該当店舗の数は69店舗で、協

力金は申請書を提出された店舗は、２月８日の週末から順次支給される見込みとのことです。 

    以上で、産業建設文教委員会報告を終わります。 

 

    （産業建設文教委員長 降壇） 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    議案に入る前に休憩をします。 

    しばらく休憩します。 

 

 （10時26分  休憩） 

 （10時28分  再開） 

 

議  長（川副 善敬 君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

    委員長からの報告が終わりました。 

    以上で、日程第４、委員会報告を終わります。 

    これから議案の上程を行います。 

    質疑、討論、採決の順で進めていきます。 

 

― 日程第５ 議案第１号 専決処分した事件の承認を求める件 

（佐々町税外収入督促手数料及び延滞金に関する条例の一部を改正する条例）― 

 

議  長（川副 善敬 君）   

    日程第５、議案第１号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町税外収入督促手数料及び

延滞金に関する条例の一部を改正する条例）を議題とします。 

    執行の説明を求めます。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

     

    （議案第１号 朗読） 

 

    中身につきましては、会計管理者をもって説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

    会計管理者。 

 

会計管理者（内田 明文 君） 

    それでは説明いたします。 

    まず、専決処分についてお詫びいたします。 

    今、町長のほうから専決理由がありましたが、地方税法等の一部を改正する法律が、令和２

年３月31日に公布され、今回の改正部分につきましては、令和３年１月１日施行ということで、

公布から施行までの相当の期間があり、本来専決処分をせずに議会にかけるべきでした。しか

し、この条例改正が必要なことに気づいたのが、12月議会が終わってからでしたので、専決処
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分としてしまいました。誠に申し訳ありません。 

    今後、こういったことが二度とないように十分注意いたします。 

    それでは、改正内容について説明をいたします。 

    この条例は、分担金、使用料、加入金、手数料、その他の地方公共団体の歳入の督促料及び

延滞金の徴収について規定した条例であります。また、介護保険料、後期高齢者医療保険料、

下水道使用料等につきましても、この条例を引用しております。 

    今回の改正は、延滞金の割合の特例に関する文言の改正です。延滞金の割合は14.6％で、納

期限の翌日から１か月以内に納付した場合は7.3％となっておりますけれども、当分の間は特

例で延滞金を計算することとなっております。 

    改正内容を資料に付けておりますけれども、改正条例を読みあげて、あわせて説明をいたし

ます。 

    それでは、１ページをお願いいたします。 

    佐々町税外収入督促手数料及び延滞金に関する条例の一部を改正する条例。佐々町税外収入

督促手数料及び延滞金に関する条例（昭和41年佐々町条例第16号）の一部を次のように改正す

る。 

条項等の改正等。次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正前部分」という。）

に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在す

る場合には、当該改正前部分を当該改正後部分に改め、改正前部分に対応する改正後部分が存

在しない場合には、当該改正前部分を削り、改正後部分に対応する改正前部分が存在しない場

合には、当該改正後部分を加える。 

    今回の改正は、附則第４項の改正であります。 

    まず、第４条１項と改正していますけれども、これは割合の規定が１項に記載してあります

ので、ここを第４条１項と改正いたします。この改正に伴って、２行目ですけども、同条を同

項と改正をいたします。 

    それから、文言の改正になりますけれども、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」と改

正をいたします。 

    それから、特例基準割合の計算の前提となる割合が、改正前は租税特別措置法第93条第２項

の規定により告示された割合ということで、名称がありませんでしたけども、改正後は、平均

貸付割合という名称が新しく定義されておりますので、この分を改正いたします。 

    以下、同様の改正となっております。 

    今回の改正につきましては、文言の改正ですけれども、内容等につきましては、改正前と同

じではあります。 

    附則。施行期日。第１項、この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

    経過措置。第２項、この条例による改正後の附則第４項の規定は、令和３年１月１日以後の

期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前

の例による。 

    以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

    これから質疑を行います。 

 

    （「なし。」の声あり） 

 

    これで質疑を終わります。 

    これから討論を行います。 
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    （「なし。」の声あり） 

 

    これで討論を終わります。 

    これから採決を行います。 

    議案第１号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町税外収入督促手数料及び延滞金に

関する条例の一部を改正する条例）は、原案のとおり承認することに異議ありませんか。 

     

    （「異議なし。」の声あり） 

    異議なしと認めます。 

    よって本案は、原案のとおり承認されました。 

     

― 日程第６ 議案第２号 専決処分した事件の承認を求める件 

     （令和２年度 佐々町一般会計補正予算（第８号））― 

 

議  長（川副 善敬 君）   

    日程第６、議案第２号 専決処分した事件の承認を求める件（令和２年度 佐々町一般会計補

正予算（第８号））を議題とします。 

    執行の説明を求めます。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

     

    （議案第２号 朗読） 

 

    中身につきましては、企画財政課長をもって説明させますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    企画財政課長。 

 

企画財政課長（藤永 大治 君） 

    それでは、次のページをお願いいたします。 

    令和２年度佐々町一般会計補正予算（第８号）。令和２年度佐々町の一般会計補正予算（第８

号）は、次に定めるところによる。 

    歳入歳出予算の補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6,587万 5,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 96億 4,933万 3,000円とする。 

    ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

    令和３年１月 19日専決、佐々町長。 

    次の１ページをお願いいたします。 

    第１表、歳入歳出予算補正。歳入。 

    15款県支出金、補正額 6,587万 5,000円、計６億 4,151万 3,000円。２項県補助金、補正額

6,587万 5,000円、計２億 6,728万 8,000円。 

    歳入合計、補正額 6,587万 5,000円、計 96億 4,933万 3,000円。 

    歳出。７款商工費、補正額 7,318万 7,000円、計３億 473万 7,000円。１項商工費、補正額、
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計とも同額です。 

    14款予備費、補正額、減額 731万 2,000円、計 2,610万 3,000円。１項予備費、補正額、計

とも同額です。 

    歳出合計、補正額 6,587万 5,000円、計 96億 4,933万 3,000円。 

    ２ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、総括につきましては、割愛をさせていただきま

す。 

    ３ページ、４ページをお願いいたします。 

    今回の補正につきましては、長崎県の緊急事態宣言に伴う飲食店等への営業時間短縮要請に

かかる補正予算が必要となりましたので、今回１月 19 日付けで専決処分をさせていただいて

おる内容になっております。 

    企画財政課からは、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君） 

    今回の補正につきましては、先ほどからもお話がありますとおり、県の緊急事態宣言に伴う

飲食店への営業時間短縮の要請につきまして、町で対応する内容になっておりますが、営業時

間の短縮を県からの内容に照らし合わせまして、件数のところを 96件とみまして、その分の予

算のところを、予算書で見ますと、４ページのほうになりますが、こちらの７款商工費１項商

工費２目商工業振興費の中の７節報償費のほうにあげておりますが、営業時間短縮協力金とし

まして、１件当たり 76万の協力金を予定をするものでございます。 

    この分の件数を 96件としまして、今回計上させていただいております。 

    あと残りにつきましては、事務費等の分になっておりますが、こちらにつきましても、県の

補助というのをいただくようになっておりまして、その分の中での、その分を対象としまして、

計上させていただいております。 

    説明は以上になります。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    これから質疑を行います。 

    １番。 

 

１  番（須藤 敏規 君） 

    日々コロナ禍の関係で変わっておりますが、国は緊急事態宣言で、２月８日から、また１か

月延長したということでございますけども、長崎県としては、今後の見通しの情報はどのよう

になっているのかっていうことです。 

    それから、４ページのほうに事務費があるんですが、これは２月７日までの人件費関係の予

算なのか、いつまでを見込んであるのかをちょっと確認をさせてください。 

    ２点だけ。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    今、須藤議員から御質問がありました、長崎県の今後の見通しっていいますか、これがです
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ね、きょう 11時からリモート会議が、県知事とあるようになっておりまして、私がちょっと議

会で出られませんので、一応、副町長にお願いをして、議長さんにもお願いして、出席をして

いただくようにっていうことで、そのときに、きょうの 11時から決定するんではないかと思っ

ておりますので、またその時決まったら、皆さん方に御報告をさせて、また議長さんを通して

ですね、御報告をさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君） 

    計上しています人件費につきましては、会計年度任用職員を使いまして、申請書の受付等、

あと、申請書の内容の確認等をさせていただきまして、支給のほうの事務にあたっていただく

ように考えているものでございます。一応期間につきましては、20日間ほどの雇用を予定して

いるという内容になります。 

    以上です。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    １番。 

 

１  番（須藤 敏規 君） 

    この申請の受付が、８日から 26日までということになっておりますが、そこまで入っている

ということで理解しとけばよろしいわけですかね。それ、一つ確認。 

    あと、リモート会議で今後が決まるということなんですけども、新聞とかマスコミの報道で

は、大都市関係が非常事態宣言ということで報道されているわけですけども、長崎県の佐々町

としてですね、特別警報が今発令されているわけですけども、どの程度まで自粛しなくちゃい

かんということもありジレンマでおるわけですけどもですね、ステージ４ということで、佐々

町としてはステージ４もないし、閑散とした町、私は特に山の中ですから、ほとんど人と会わ

ないもんですからですね、中央街はお街でありますので、すれ違う方もおられますけど、どの

ようになるのか、ちょっと、毎日毎日ですね、分からないもんですから、私としてはステージ

１ぐらいじゃないかと思うんですよね。佐々町としては、幸い７例目しか出ていませんのでで

すね。今後、もしステージ、きょう会議があるということですけども、町として、どのように

今、要するに佐々町として独自の判断ができなくてですね、主導的には国がおって、国が言う

とおり県がして、県が判断したのを市町村に下ろしてきて、それを伝達するだけのあれで、な

かなか情報が入らんもんですからですね、非常に毎日毎日どうすればいいか迷うとるわけです

けども。通常したら、さほど、佐々町から発生したという事例はなかなか見受けられませんで

すね。勤務の関係で佐世保市とか近隣のほうからですね、もうやむを得ずっていうか、幸いに

してかかってしまった、大変だろうと思うんですけど、そこら辺の状況はどうなんですかね。

やはり、県が言うて、ステージ４の段階が３になったとしても、特別警報はまた１か月延長す

るのかどうかですね。そうした場合、また、76万が頂けるもんかですね。会議はなさるはずで

すけどですね。言えばきりがないもんですからですね。まあまあ、注意して出てくださいって

言うていただければですね、出てもらってできると思うんですけどですね。そこら辺の要する

に今は県の指示がきて、それを伝えて住民に守っていただくというとしかできないもんかです

ね、そこら辺の答弁をちょっといただきたいんですけども。 
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議  長（川副 善敬 君） 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    今、須藤議員がおっしゃったように大変難しい質問でございます。ただ、佐々町というのは、

佐世保の県北医療圏でございまして、やはり佐世保市とそれから佐々、平戸と松浦がですね、

これ県北の医療圏ということで一つになっているわけですね。それが今、佐世保市がかなり今

増えているところで、やはり医療がひっ迫しているということで、今ステージ４ということで

なってるわけですね。長崎市のほうは、きのうは０人だったということで、佐世保市は出てい

るわけでございます。出ていますので、やはりそこら辺との絡みっていいますか、そういうこ

とがありますので、やはり町としましても、やはり町としましても、やはり佐世保市の隣って

いうこともありますので、なかなかですね、まあ、佐世保市、佐々町は少ないんですけど、こ

れが解除できますよとかいうのがなかなか難しいということを私どもは考えてるところでご

ざいまして、やはりなるべく出ないようにということで、いつもお願いをしてやっているわけ

でございまして、町としましても、そこが、単独で我々が決めていいのかっていうのをやはり、

周りが佐世保市とかなんか囲まれていますのでですね、そこがなかなか今、佐世保市が出てる

っていう状況があればですね、なかなか厳しいのではないかと考えています。今しばらく、や

はりそれともう一つは、県がどう考えるのかっていうことがありますので、今しばらく、やは

り接触を避けるとかマスクをするとか、やはり対外の自粛、外出の自粛をしていただくという

のは、やっていかなきゃならないんじゃないかと。 

    きょうは知事との協議が出ますので、そのときどう判断されるのかというのは、また分かれ

ばすぐ報告をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君） 

    雇用についてでございますが、８日からの受付になりますが、その前の用意からと、あと 26

日までの申請になりますけども、26日まで受け付けた分の確認、支給までの手続きのほうを行

います。 

    雇用としましては、３月の初めまでという形で考えております。 

    以上です。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    １番。 

 

１  番（須藤 敏規 君） 

    ということは、町独自の判断はしないっていうことになるわけですかね。県がした通知を報

告で住民に知らせるっていうことになるわけですか。 

    やはり、いろんな県の考えとか動向を見ながらきたけど、町独自の判断で、直筆で町長さん

は各所帯にお願いしているから、やはり町がそういうのを決定してお願いしてっていうことじ

ゃないんですかね。 

対策会議で専門家のお医者さんとかはおられないと思うんですけどですね。やはりどのよう

になっているかですね。ある程度、長崎県の特別警報はこのランクだったら守ってくださいと

か、レベル３だったらこうとかですね、そがんとが、マスコミとかそれで知るだけでですね、
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なかなか皆さん分からないんですよね。そこら辺を今後どうしていかれるのかなと思ってです

ね。私のは、雰囲気ではレベル２ぐらいでも構わんじゃないかなと思うもんですからですね。 

しかし、勤務なさっとる方が近隣に行かれるからですね、どうしても今これを守ってくださ

いってですね、そういう発信の仕方をしていただきたいなと思って。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    やはり今言われるように、佐々町っていうのはレベル２かぐらいか分かりません。しかしな

がら、やはり佐世保市との近隣、医療圏もありますし、そこの中でやっている、佐世保市はか

なり今ひっ迫しているわけですね、ステージが、入院っていいますか、病院もひっ迫している

ということで、やはりそういうことがあればですね、やはりうちの町民の方も、佐世保市に通

われる方たくさんいらっしゃるわけです。だから、そこら辺はやはり用心をしてやっていかな

きゃならないということと、やはり我々もどういうことをやればいいのかというのは、県から

こういうのが、マスクをしてくれ、手洗いをしてくれ、それから、外出自粛をしてくれという

要望がありますので、そこではお願いするしかないわけですね。だから、そこを皆さん方が守

っていていらっしゃるから、現状の佐々町というのは、そんなに多くの方が感染しないってい

うことは、町民の方がよく自粛してですね、そういうことでやっておられると、我々は感謝し

ております。ただ、そこをもう少し我慢してでも、やはり佐世保市とか長崎県が落ち着けばで

すね、全体的に警報は外れると思いますので、そこまででも、少しでも我慢していただければ

と思っておりますので、どうぞ御協力をいただければと思っています。 

     

議  長（川副 善敬 君） 

    １番。 

 

１  番（須藤 敏規 君） 

    最後にちょっと確認だけさせてください。 

    お話聞きますと、要するに佐世保、松浦、佐々とか医療圏がございますね。そういう考え方

で取り組んでいくっていうことを町長としては考えているのか、県においてもそういう考えを

持っているのかですね。町独自の考えがあっても、対策はとれないっていうことなのか。そこ

の１点だけ確認をさせてください。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    やはり県北の医療圏というのが、先ほど申しましたように４つですね、佐世保、佐々、平戸、

松浦が県北医療圏になっているわけです。そこで、やはりコロナ感染とかいろんなことが出て

きた場合は受付するわけでございます。そういうことで、やはり４つの県北医療圏というのは、

やはり連携をしながらやっていかなきゃならないんじゃないかと思っていますので、やはりそ

ういう警報とかいろいろ出ましたら、それに従って、我々も町民の方にお願いするっていうこ

とはやっていかなきゃならないと思っていますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（川副 善敬 君） 
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    ほかに質疑ありますか。 

    ３番。 

 

３  番（永田 勝美 君） 

    ２点ほど質問したいと思います。 

    １件目は、予算そのものはですね、96件ということで想定しているということでありました

が、ちょうど先ほどの委員長の報告、十分、聞き漏らしたんですが、実質的にその廃業されて

いるところとか、そういったところなどっていうのはもう分かってるわけだから、実質的には、

その件数というのは 96 件万度に出るっていうことはあり得ないということではないかなとい

うふうに思います。そうであれば、金額そのものもそういうふうにしてはどうかというふうに

思うんですが。 

それと、県からの補助金のタイミングもあろうと思うんですが、精算の方法っていうのはど

ういうふうになるのかっていうことを伺いたいと。 

まず、その点について。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君） 

    御質問の 96件につきましては、県のほうからの件数があげられた分、最大の分でっていう形

で、今回あげさせていただいております。実際調べますと、やはり少ない形は見えますけども、

これにつきましても申請があがらないとやはり、はっきりした件数というのは分かりませんの

で、最大のところであげさせていただいたところでございます。 

    それと、申請関係になりますけども、申請といいますか、補助の支給関係になってくるかと

思いますが、支給につきましては、今月末ぐらいに事業の半分のほうが、支給が可能だという

形で県のほうから聞いております。ですので、それ以降につきましては、あとの精査した中で

の整理した分の件数のほうが以降入ってくるというような形で、今のところ考えているところ

でございます。 

    以上です。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    ３番。 

 

３  番（永田 勝美 君） 

    私が聞いたのはですね、実際の件数は何件かになる見込みかということです。一つはね。 

    だから、その 96件万度に支出されることはないのではないかと。分かっている分があれば、

その分減らした予算になるんではないのかということが一つと。 

    それから、もう一つはですね、県が 96件っていうのは、届出に基づく件数ということで想定

しているっていうことなんですが、県からの支出金、補助金がきて、その精算というのはどう

なるのか、精算、要するに実際に支給しなかった分については、県に返還するっていうことに

なるわけでしょ。その辺りの精算の方法、タイミングっていうのはどうなるのかっていうこと

を伺いたいということです。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    産業経済課長。 
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産業経済課長（藤永 尊生 君） 

    失礼しました。御質問の分の見込みにつきましては、県のほうから出されてる分のリストに

対しまして、こちらのほうで確認をしたところで、69件というところを見ているものでござい

ます。ですので、おっしゃるとおり、うちの見込みの分でしますと、最大の分で 69件ではなか

ろうかというふうな形で思っております。 

    それと県の申請につきましては、今後の形にはなりますけども、うちにその申請が出された

分、そちらの分を精査した中での申請という形になりますので、返すという形といいますか、

支給につきましては、まず半分、半額のところを一旦頂いて、残りの精算の分で追加していた

だくというふうな形になりますので、返すという形ではなくてですね、追加の分を後で頂くと

いうふうな内容になろうかというふうに思っております。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    ３番。 

 

３  番（永田 勝美 君） 

    今の回答、よく分からないんだけど、要するにその、69件は分かりました。精算の仕方って

いうのはどうするんですかっていうことを聞いたんですね。要するに県から支出がくるでしょ、

補助金がくるでしょ、そのタイミングっていうのは、要するに佐々町が支出終わって、それか

ら申請をして、そしてお金が入ってくるという仕組みなのか。歳入の予算も組まれているわけ

だから、実際にその精算というのはですよ、要するに最終的にはそれを再度補正をしなければ

いけんのかですね、その辺りっていうのがよく分からないので、ちょっとそこら辺が年度末で

もあるので、その辺りはどうなるのかということを聞いたんです。 

まあ、3問目ですから、もう１件ありまして、一つはですね、佐々町独自の施策というのは、

今のところ、これに関わってはないということなんですが、確かに第二次医療圏で、県北保健

所の管轄ですから、県北保健所の管轄で、そこの医療については保健所が指導するということ

になるんですけども、実際に町民の安全安心を担うという点では町の役割ですから、町として

の立場と考え方というのは示さんといかんというふうに思うんですね。だから、先般来の議会

でも議論がありましたけれども、例えば、福祉施設だとか、それから学校だとか、それから医

療機関だとか、こういったところでクラスターの大体半分以上は出てるわけですよね。そうで

あればですね、県北は一番県内でも医療ひっ迫が酷いというふうに言われてるわけですから、

この地域については、やっぱりゼロコロナを目指すというふうに考えるんであればね、やはり

そういう施設の職員さんとか、そういった方々については、定期的なやっぱりＰＣＲ検査って

必要なんではないだろうかと。だから、安心して業務をできるようにしておく、そして、そう

いったところを利用する町民も安心して利用できるという状況をつくっていく必要はあると

おもうんですね。だから、ＰＣＲ検査についての質問が何件も出たわけですよね。12月議会で。

その後の取組については、そのことについては何もふれられてないので、町長のほうで、その

ことについてどうお考えなのかということを伺いたいというふうに思います。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    産業経済課長、予算の確認。 

    精算は、今、半分して、半分実績ってするっていう答弁をしたもんね。そればちょっと分か

りやすく言えばよかたい。私は分かったけど。 

    産業経済課長。 
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産業経済課長（藤永 尊生 君） 

    今一度ちょっと説明をさせていただきますけども、現在 96 件という形で計上させていただ

いておりますが、これにつきまして、県のほうからの支払いという形では、今月末ぐらいにそ

の半分がくると、請求のほうを半分いたしまして、その分を半分一旦受入れをします。その後

申請のほうを全部終わりました中で、あと残りはいくらになりますという形で、こちらのほう

から今度、また追加の請求という形になりますが、それをもっての精算という形になろうかと

思います。ですんで、精算につきましては ３月中になるかと思いますが、その結果につきま

しては、また、予算のほう、補正予算のほうでですね、また、結果のほうという形で報告のほ

うをさせていただきたいというふうに思っております。 

    以上です。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    ＰＣＲについて。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    ＰＣＲの検査につきましては、永田議員も御存じのように、議会のほうからもこの前の報告

って言いますか、そういうことで出ております。それで、国が今、第３次補正を今やってるわ

けですね。そこの中でＰＣＲっていいますか、コロナの感染関係の予算も出てるというお話が、

交付金もくる、地方創生交付金がですね、出てくるわけでございますので、そこの中でどうす

るのかというのは十分考えさせていただきたいと思います。 

    しかしながらＰＣＲ検査っていうのが、これは何回すれば、毎回毎回、毎月毎月やるのかと

か、３か月に１回やるとかとか、これずっとしなければならないわけですね。だから、そこら

辺の費用とか対費用等効果を考えてですね、十分検討させていただきたいと思っておりますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    ３番。 

 

３  番（永田 勝美 君） 

    ＰＣＲ検査についてはですね、要するに国は、要するに実質的に自治体の負担なしでやりま

すと、にしていますというふうに言っているんですね。ほかの自治体ではですね、要するに自

治体として、その集合検査をやるっていうふうにしてるところもあるわけです。広島県なんか、

広島市は 80 万人ＰＣＲ検査をやるっていうふうに言っているんですね。延べかどうか分かり

ませんけど。結局、自治体の判断なんですよ。自治体が判断せんといかんということが前提だ

ということなんですね。そして、それしたものについては国が補填しますという枠組みのよう

なんですね。だから、そういうことを考えると、町としてどうすべきかということを考えて、

やはりそこに対して、やはり具体的に手を打つし、それを前提にした予算の検討だとかってい

うことが必要になってくるんではないかと。だから、組立てとしてはね、やっぱりその県北保

健所の指示待ちではなくて、やはり町として、町民の安心安全を守るというスタンスで、そこ

にやっぱり手を加えていかんといかんのではないだろうかと。だから、その検討を進めていた

だきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    ５番。 
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５  番（阿部 豊 君） 

    今回の専決は、営業時間短縮要請に伴う経済対策協力金という形ですけども、全国の緊急事

態、国が指定しているところとは別に、長崎県はまた、長崎県独自で出されているということ

で、今回も専決でしょうけども、これは１店舗当たりということで、県内全域、在店舗主義で

申請窓口は自治体になるのかというところを１点確認をしたい。 

    それと、先ほど１番議員の質疑の中で、聞き及んだですけども、今後、国は１か月延長され

ますよね。今後は、11時からの現在協議が行われているということですけども、マスコミ等々、

ＳＮＳもしかりですけれども、結局、今回は飲食店及び遊興施設ということで飲食関係で、疲

弊をしているのはですね、そこのみではないということで、生産者はじめタクシー、代行業等々、

様々な業種の方々が、負担を強いられているわけですね。そういった協力飲食店のみならず、

その協力によって、経済活動に支障をきたしていらっしゃる方々へのいわゆる協力金の議論と

いうものは、本町は佐々町をはじめ、県内でどのようにされているのか。今回の専決には上が

っておりませんので、そういった声を耳にするわけですね。自治体のほうにも届いていると思

うんですけど、県と自治体とのその協議、町だけでの協議というのもあられると思いますが、

そこら辺どのようになっているのかをお伺いしたい。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君） 

    御質問の店舗につきましては、町内への在店舗という形のところが対象というふうになって

おります。 

    以上です。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    飲食業の時短要請ということで、76万円が県と佐々町で折半してっていうことで補助金を出

すわけでございます。確かに５番議員がおっしゃるように、やはりほかの事業者ですね、事業

者がたくさんいらっしゃるわけです。それはやっぱりコロナの影響というのは大変甚大なもの

だと思っています。 

やはり今後、この国が今、第３次補正予算を組んでるわけですね。この地方創生交付金もた

ぶん入ってくると思います。そこの中で、やはり次の事業者支援とか、どうするのかというの

は、やはり考えていかなきゃならないと、やはり我々としましても、今のままではですね、や

はり飲食業さんだけの時短の 76万だけでは、やはりなかなか厳しいと思います。ほかの方の事

業収入がやはり苦しいわけでございますので、そういう方たちをどうするのかというと、それ

から医療関係者とか、いろんなことが出てくると思います。それはやはり十分町としましても、

やはり考えて支援する方向を考えなければならないんではないかと思っておりますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    ５番。 
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５  番（阿部 豊 君） 

    現場のそういった声を、皆さんの声をですね、ちゃんと議論していただいて、対応をどうす

るのかというのをですね、見える形にしていただかないと、ただただ飲食店、遊興施設のみの

協力金だけしか表に出てきてませんから、そういった議論等々もですね、伝えていただきたい。 

    ここに書いてありますよね、時短要請協力金。これ、要請前に既に廃業、休業している店舗

は対象にならない。早期に手を打たないと、これがどんどん増えていくんじゃないかと。現実

問題あると思うんですよ。早め早めの先手先手でですね、そういった対策も、感染対策と並行

してですね、やっぱり考えとかないと厳しい結果につながると思いますので、県と協議をされ

て、統一的な対応をしていくというスタンスに見えますので、是非ともですね、そういった声

を大にして表に現れるようにしていただきたい。 

    以上。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    ９番。 

 

９  番（淡田 邦夫 君） 

    この案件につきましては、営業短縮の補助ということで、専決ということは十分承知してお

るんですけれども、まず、議長のほうにちょっと。 

    このコロナ対策のＰＣＲで質問していいかどうか。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    どうぞ。     

９番。 

 

９  番（淡田 邦夫 君） 

    いいですか。先ほどからＰＣＲ検査ということでお話が出ておりますけれども、私の友人が

微熱が出たということで、平戸の保健所のほうに、田平の保健所のほうに、ＰＣＲ検査をして

くれないかということでお願いしたそうです。ところが、まずは保健所、保健所は県の管轄で

しょうけども、全くその電話が通じないと。そして、電話が何十回として、やっとつながった

ところが、その民間の病院で第一検査をしてくれと言われたそうです。ところが、この佐々の

病院のほうにしたところが、「いや、うちはせんとですよ。」ということで断られたと。じゃあ、

どうすればいいかということなんですよ。そいけん、保険環境課長もおいででございますけれ

ども、佐々町の対応として、どういうふうにすればいいもんか。そこら辺のところを、まずは

１点お伺いしたいと思います。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    保険環境課長。 

 

保険環境課長（安達 伸男 君） 

    今のお話ですけれども、実際私どもがちょっと保健所のほうから聞いておる内容と、実際の

対応がちょっと違っているところがどうもあったようです。 

    私のほうが聞いておりますのは、その保健所のほうに、熱、熱発ですね、とかで連絡を入れ

た際に、保健所がＰＣＲ検査が必要というふうに判断する場合っていうのと、そうではなくて、

そのコロナ疑いとまでは保健所は判断しないけれども、どうしてもそのＰＣＲ検査を受けたい

というふうに申出があった場合、大きく２つ対応があるということでお伺いをしております。 
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    今申しました後者のほうですけれども、その場合は、民間で検査ができる、民間の病院でで

すね、検査ができる医療機関のほうを紹介をしているというふうにお聞きをしておりました。

ところが、今の御質問では、そこの病院の紹介までには至ってなかったというふうな状況のよ

うですので、そこのところは、実態のほうを含めて、ちょっと保健所のほうに再度確認をさせ

ていただきたいと思います。私どもとしましては、民間でやる、検査をやっていただける医療

機関があるので、そちらを紹介をするようにしておりますというところでお聞きしておりまし

たので、申し訳ございません、紹介も何もなく、とにかく民間で相談してというふうなことで

はないというふうに思っておりましたので確認をさせてください。 

    以上でございます。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

９番。 

 

９  番（淡田 邦夫 君） 

    まずあの、いろんなことの補助金とかそういうことでは、広報とか何とかでですね、いろん

なことでまわるんですけれども、じゃあ、今の先ほどの３番議員のＰＣＲ検査ということで質

問しておられましたけれども、その検査の手順がね、我々とすれば、保健所に言えば、保健所

が全部手配してくれるというふうに思ってたわけです。どこの病院に行けよとか。そういうの

じゃないようなんですよ。件数が多いかどうか分かりませんけれども。そこら辺のところもね、

やっぱり町民の方たちには明確に、どうすればいいんですよということを伝える方法というこ

とをね、すべきではないかということがまず１点。 

    そして、全くその方は、そういうＰＣＲ検査ができないということで、今テレビに出ており

ますけれども、民間の、電話したそうですよ。そしたら、唾液の検査するっていうて、それが

送ってきたと。唾液をして、そして、そこの民間の所に送ったところが、そういう、丸一日で

ですね、金額とすれば２万円かかったということで、そういう今のところは民間ということで、

テレビで宣伝しておりますけれども、そこで受けて、最終的には陰性であったんですけども、

陰性っていう手続きもこの携帯にですね、全部こうして、どことどこの検査機関でオーケーで

したよというような証明が送ってくるそうです。そういうような手続きをとって、今安心した

ということで言われたんですけども、じゃあ、先ほどから言っておりますように、そういう方

法、私たちは全く分からんで、保健所に言えば、パパパパっていうことでしてくれると思って

おったんですけども、そういうふうでないようですので、そこら辺のところを再度町民のほう

に知らせる必要があるんじゃないかということで質問をいたしました。 

    以上です。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

これは専決した事件の承認になりますけれども、あとから人命に、経済的なものが、この専

決処分は主ですけれども、あとから、第９号で、人命に関するもの、医療に関するものが出て

きますんで、その中でまたやっていただきたいと思います。 

    ほかに質疑ありますか。 

    

    （「なし。」の声あり） 

 

    これで質疑を終わります。 

    これから討論を行います。 
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    （「なし。」の声あり） 

 

    これで討論を終わります。 

    これから採決を行います。議案第２号 専決処分した事件の承認を求める件（令和２年度佐々

町一般会計補正予算（第８号））は、原案のとおり承認することに異議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

    しばらく休憩します。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

 

 （11時14分  休憩） 

 （11時30分  再開） 

 

― 日程第７ 議案第３号 令和２年度 佐々町一般会計補正予算（第９号）― 

 

議  長（川副 善敬 君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

    日程第７、議案第３号 令和２年度佐々町一般会計補正予算（第９号）を議題とします。 

    執行の説明を求めます。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

 

    （議案第３号 朗読） 

 

    中身につきましては、企画財政課長をもって説明させますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

 企画財政課長。 

 

企画財政課長（藤永 大治 君） 

    それでは、１ページをお願いいたします。 

    第１表、歳入歳出予算補正。 

歳入。14款国庫支出金、補正額1,258万6,000円、計29億3,451万2,000円。２項国庫補助金、

補正額1,258万6,000円、計22億2,389万4,000円。 

    21款町債、補正額70万円、計４億8,380万円。１項町債、補正額、計とも同額です。 

    歳入合計、補正額1,328万6,000円。計96億6,261万9,000円。 

    歳出。４款衛生費、補正額1,259万5,000円、計７億6,865万円。１項保健衛生費、補正額1,259

万5,000円、計４億3,429万9,000円。 

    11款災害復旧費、補正額242万2,000円、計6,546万4,000円。１項農林水産施設災害復旧費、

補正額242万2,000円、計1,180万4,000円。 
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    14款予備費、補正額、減額173万1,000円、計2,437万2,000円。１項予備費、補正額、計とも

同額です。 

    歳出合計、補正額1,328万6,000円、計96億6,261万9,000円。 

    ２ページをお願いいたします。 

    第２表、地方債補正。 

    追加。起債の目的、（災害復旧事業債）元年災農地等災害復旧事業。限度額70万円。起債の方

法、普通貸借又は証券発行。利率、年2.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金に

ついて、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）。償還の方法、政府資金につ

いては、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協議する。ただし、町財

政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えするこ

とができる。 

    ３ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、総括につきましては、割愛をさせていただきま

す。 

    ４ページ以降が歳入歳出になりますけれども、今回の補正につきましては、新型コロナウイ

ルスワクチンの接種ということで、接種体制の確保に関する部分の補正予算並びに、元年災の

農業用施設災害復旧工事の追加補正を計上をさせていただいております。 

    企画財政課からは以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

    保険環境課長。 

 

保険環境課長（安達 伸男 君） 

    資料のほうを、資料１と２を添付をさせていただいておりますので、こちら資料のほうで内

容の簡単なご説明をさせていただきたいと思います。 

    まず、資料１の１ページでございますけれども、こちらは、委員長報告でもありましたとお

り、総務厚生委員会のほうに御提出をさせていただいた資料と同じものになっております。 

    医療従事者向けとそれ以外というところで、１ページの上段は医療従事者向けのスケジュー

ルで、下のほう、青色っぽくなっているところの部分が、市町村が行っていくものということ

で、医療機関との調整ですとか、接種会場の確保、それから接種券、クーポン券の発送の準備、

それから発送、それと実際の接種というふうなところにつなげていくための予約の受付ですと

か、そういったところを、まず準備として行っていく必要があるということになっております。 

    接種の開始時期につきましては、当初、高齢者の接種が３月下旬から開始というふうなスケ

ジュールで進めてきたおったところですけれども、今、政府のほうで方針が若干変わりまして、

早くても４月１日以降に開始となるというふうなところでございます。 

    ただ、医療従事者向けの接種につきましては、２月下旬とされておりましたところが、昨日、

総理大臣のほうが、２月中旬から医療従事者の接種は、優先の方から開始するというふうな御

発言があったりということで、接種の開始時期につきましては、日々といいますか、変更等々

ございますけれども、準備に関しては、準備を整えておかないと接種開始ができませんので、

準備については淡々と進めていくというふうな考え方で、今回補正予算を計上をさせていただ

いているところでございます。 

    ２ページ以降の資料につきましては、それぞれ接種場所の原則ですとか、ワクチンの種類の

ことですとか、もろもろ資料を付けさせていただいております。御覧いただければと思います。 

    それでは、資料２のほうを御覧いただきたいんですけれども、ワクチン接種にかかる予算の

概要というところで、１ページ目に整理をさせていただいております。 

大きく、今回のワクチン接種にかかる分としまして、この表みたいにしているところの上段
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と下段に大きく分かれます。上段が①としております体制確保事業ということで、接種に関す

る準備、接種券のクーポン券の発送ですとか予約の受付とか、そういったものにかかるもので、

物品調達の関係ですとか、そういったもの。それから、予約の受付等々にかかる会計年度任用

職員の雇用ですとか、クーポン券を作成する費用、郵送に要する費用というふうなところが、

体制確保事業ということで整理をされております。 

    下段②の対策事業となっていますのが、集団接種、個別接種を実際に実施していくにあたっ

て、集団であれば医師、看護師等に対する報償費、それから、看護師等を雇用する場合の会計

年度任用職員の費用、それと、個別接種に関しましては、各個人の医療機関等々で個別接種と

いうふうになるんですが、そちらにお支払いする委託費等というふうな大きく整理がなされて

おります。 

    今回の補正予算で計上をさせていただいておりますのは、この１ページの左上のところでご

ざいますが、Ｒ２年度臨時補正とさせていただいておりますのが、体制確保事業の中のＲ２年

度分ということになります。大きく準備にかかる経費というふうに捉えていただければと思い

ます。それ以外につきましては、今後３月の補正予算にて計上をし、繰越しの手続きをとらせ

ていただきたいというふうに考えております。３年度実施にかかってくる分につきましては、

大きく３月補正にて繰越しの手続きをさせていただきたいというふうに考えているところで

ございます。 

    予算に計上しておりますものの内訳的なものですけれども、資料２の５ページを御覧くださ

い。 

    ５ページのほうに、積算を載せることができないもの以外については、積算のところまで記

載をさせていただいておりますが、先ほど言いました会計年度任用職員の報酬等にかかる人件

費の分、それから、もろもろ必要になる物品等の分ということで、需用費ですとか、備品購入

費を計上させていただいております。それ以外に接種券の発送等、予約の受付等々に必要とな

る役務費関係、それと委託料というものを計上をさせていただいているところでございます。 

    歳出の予算ですけれども、この５ページの一番右側、予算額となっているところの下のほう、

枠外のところに記載しておりますが、歳出としましては、1,259万5,000円を計上させていただ

いております。そのすぐ左側に円単位で1,258万6,748円と記載をしておりますが、こちらは、

円単位で積み上げて、歳入のほうに計上する補助金の額というところで、千円未満を切り捨て

て1,258万6,000円を歳入に計上をさせていただいております。 

    歳出の予算と歳入のこの差分9,000円については、一般財源を付けさせていただいていると

いうふうな形でございます。 

    あと、資料の６ページ以降に、まだ、３月補正までに、内容等々変わる可能性もございます

が、今のところで整理できている３月補正に計上をしようというふうに考えているものの内訳

等々を掲載をさせていただいておりますので、御覧いただければと思います。 

    資料２の最後、Ａ３の綴込みになっている分、こちら16、17、18ページになりますが、こち

らはまだ確定したものではございませんで、町内の医療機関のほうと、集団接種について協議

を行っているところの資料となっております。 

    接種日等々、医療機関と調整しながらできるだけ多くの接種の人数というのを確保できるよ

うに、今後、更に調整を進めていきたいと考えているところでございます。 

    説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    産業経済課長。 
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産業経済課長（藤永 尊生 君） 

    それでは、予算書のほうを、６ページのほうをお願いしたいと思います。 

    ６ページの真ん中にございます11款の災害復旧費１項の農林水産施設災害復旧費１目農地等

災害復旧費14節工事請負費、元年災農業用施設災害復旧工事の計上でございますが、こちらに

つきましては、令和元年度に被災いたしました中川原地区頭首工のラバー堰について、昨年契

約締結案件において承認いただきまして、災害復旧工事で取り組みまして、現在まで工事のほ

うを進めてきております。 

    しかしながら、その工事を進めていく中で、いくつかの工事の変更を余儀なくされまして、

変更を行いながら工事を進めてまいりました。工事内容の完了を目指して進めてまいりまして、

工期での完成見込みでありますが、かかる費用が予算額のほうを上回ることが分かりまして、

今回の補正予算のほうで対応が必要となってきておりますので、予算の計上のほうをさせてい

ただいたところでございます。 

    予算書を見ていただきますと、工事請負費の増加分につきましては、当初の計画したものか

ら数量が増えているという形につきるものでございますが、内容につきましては、大型車両、

転回広場の追加というのがございます。 

    あと、それと工事費の増加分につきましては、現在の契約及び予算内のほうで対応いたして

るものでございますが、今後の予算、工事予算分を使った形という形になっておりまして、金

額の変更額は今後の工事内容になります、河川内の資材撤去、運搬、処分にかかる費用という

もので考えております。 

    また、補正額につきましては、今回説明いたしました、今回あげた内容の中に、土のうや敷

鉄板、盛土、コロナの増加分という形が補正予算での対応分というふうに考えているものでご

ざいます。 

    説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

     

議  長（川副 善敬 君） 

    これから質疑を行います。 

    ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君） 

    農業施設災害復旧の契約変更について確認させてください。 

    産業建設文教委員会の委員長報告でも確認したんですけれども、再確認ということで。 

    まず、この増額分の1,105万5,000円については、繰越災害復旧事業で、この増額分も99.4％

ですか、委員長報告であった補助率ですけど、補助対象変更というふうな認識でよろしいのか

を１点。 

    また、今回、本日、令和３年２月３日ですよね。この変更内容につきまして、施工当初から

必要な変更と見受けられますが、このタイミングで提案になるというのはどういった経緯なの

かというところが２点目。 

    ３点目。委員長報告でありました栗石投入の追加については、補助対象外というふうな報告

があったわけですけども、内容においては、支持力不足による安全性確保という点が補助対象

外というのは、いかんせん理解しがたい部分がありますので、そこのところの説明を願いたい。 

    以上、３点。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    産業経済課長。 
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産業経済課長（藤永 尊生 君） 

    御質問のまず１点目の、補助対象であるのかという形につきましては、一部、一般財源のほ

うの対象、一般財源のほうで対応とする分が１件ございますが、それ以外につきましては、補

助対象という形で見ております。 

    それと、変更につきましては、その都度、工法を変えながらという形で対応をさせていただ

いておりますが、業者との打ち合わせの中で、そういった形を進めながら行った中で、最後の

詳細なところが見えてないところがありましたところ、そこを積み上げた中で不足したという

形の結果でございます。これにつきましては、積上げが、詳細がとれなかったという形で、最

終的な形であげさせていただいておりますけども、その点につきましては、大変申し訳なかっ

たというふうに思っております。 

    それと、栗石の件でございますが、作業ヤードのそこに栗石のほうを投入するという形で、

盛土の分の強化のほうを図ったところでございますが、一応安全性を考えまして、そういった

工法のほうを持ち出していただいておりますが、当初の県との協議のなかにおきましては、工

法的な形がそれではなかったものですから、工種の変更については、補助の対象ではないとい

う見解が出されたものですから、盛土での対応という形のほうをとらせていただいております。 

    説明は以上です。 

     

     

議  長（川副 善敬 君） 

    ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君） 

    分からない。まず、どうしてその補助対象かというのを聞いたかと申しますと、今回の補正

予算の補助金に増額分があがってないんですよ。歳入予算が。起債はあがっています。収入分

の補助対象、増になるはずですよね。予算計上がなされていないということで合点がいかない

ので、確認をしているんですよ。一部補助対象があります、では、その契約金額の8.25％の増

になっていますね、1,105万5,000円の何パーセントほどが補助対象で、補助対象外がどれぐら

いあるのか。 

    工種の変更のうんぬんという説明をされたんですけど、そもそもの設計のところ、査定で、

災害査定で補助対象で受けられた工種の変更が、そもそも論としてなされたっていうことです

か。結局ですよ、これ一連のつながりで、支持力不足で、安全対策ですよ、これが補助対象外

っていうのが、課長の説明では理解しがたいんですよね。では、工種が変わった、工種が違っ

た、工種が違う設計をしたっていうことですか、そもそもの。これ、設計が発注されています

よね。発注した設計ですよ。内容の、そもそも論として、想定外のことが起こっての変更って

いうふうに見受けられないんですよ。そこのところを分かるような説明をいただけませんでし

ょうか。 

追加質問です。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君） 

    御質問にありました今回の補正につきましては、歳出の分だけを計上させていただいており

ますが、歳入につきましては、こちらにつきましては、令和元年の分からになっておりまして、

こちら災害の補助事業につきましては、３か年で分けた形での収入の受入れをという形を行っ
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ております。 

    今回につきましては、繰越しの分という形で２年度のほうで受入れをしますけども、こちら

については過年度収入という形の分での収入になりますので、そちらのほうでの計上という形

になりますが、金額のほうにつきましては、しっかりした額がまだ分かりませんので、最終の

補正時にですね、計上のほうはさせていただきたいというふうに思っております。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    町長のほうから、補足説明を。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    すいません、私、担当からちょっとお聞きしたことは、まず、作業道路をですね、作業道が

１本で、幅が小さかった、それは災害査定でそういうことで査定が行われたわけです。実際に

作業道を使う場合に、大型トラックが入るもんですから、やはり転回がいるということで、こ

れは転回道路を、新たな作業道路をつくらなければならないということで、その分で変更が出

てきたと。お金が出てきまして、これが、国交省はないっていうことは、国交省は来年の精算

で入ってきますので、ことしの予算には上がってこないと、来年の精算で、精算をしてから国

庫補助金が上がってきます、災害の場合はですね。ですよね。 

    だから、まだ精算設計を、精算をしてないから、実際的には補助金はまだあがってこないと。

起債はもちろんあげますけど、こちらからですね。そういうことで変更が生じたっていうこと

で聞いておりますので、これは県のほうから、国のほうからの許可が、それで変更契約、変更

が承認がおりたということで、転回道路を広くして、転回できるような設計をして、その分が

1,000万以上のちょっと変更が出てきたと。 

    それから、栗石の件で。これは作業ヤードの栗石ですね、が、不足した。そしたら、単独で

やってくれっていうことで、それは補助対象にならないよということで、私はそういうことで

聞いておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君） 

    いやいや、補助率、補助増額分の何％が補助対象になのかっていうとの答えば。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君） 

    金額のほうをちょっと申し上げさせていただきたいと思いますが、まず今回の変更をみてる

部分になりますけども、変更見込額を1,105万5,000円というふうにみております。そのうち、

補助分が99.4％でございまして、こちらが、989万300円です。単独分としまして、116万4,700

という形でみております。 

    それと、栗石の投入になりますけども、こちらが作業におきましては、ラフテレーンクレー

ンというクレーンのほうを使った作業を行う場所になりますけども、こちらのほうの行う場所

のほうで、河川水というのが侵食してきた場合、そのクレーンの支持力が保てないという形で

必要になりまして、作業中に転倒する事故にもつながるんではないかという形の現場との協議
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の中でそういった形をとらせていただいたという形でございます。 

    以上です。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君） 

    違うんですよ。99.4％は補助率でしょ。1,105万5,000円のうち、補助対象事業はいくらなの

かというのを確認しているんですよ。 

    補助対象外と言われた部分については、どれぐらいあるのかなと。補助対象の99.4％が補助

金でしょ。単独分の補助対象外としてはねられた分は何％ぐらいあるのかなというのを確認し

たいということと、いわゆるその作業ヤード、町長のほうが説明されました、当初の査定では

と、詳細設計に入ったら、こうこうこうでという、それを変更を認めていただきましたという

ことであるというふうに理解するんですけど、であるならば、安全性確保が補助対象外という

ふうなことはちょっと容易に理解できない。災害復旧事業に安全性を確保するというのは、当

然なされるものであって、これを補助対象から外すというふうな国の判断はいかがなものかと

いうふうに私は理解するんですけど、そこの詳細を確認したいということを申し上げているん

ですよ。 

    それと、元年災ですよね。契約変更議案であがってくると思うんですよ。ほぼほぼ固まって

いるんでしょ。であれば、過年度収入の予算は1,000万からの補正をするわけですから、あがっ

てくるべきじゃないんですか。そこが理解しません。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

 

 （11時58分  休憩） 

 （12時10分  再開） 

 

議  長（川副 善敬 君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

    産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君） 

 御質問いただいておりますその増になります分の補助金の対象額でございますが、1,105万

5,000円、こちらに対しまして、補助の対象としましては、995万、こちらのほうが対象という

形になっております。 

 それと今回計上いたします予算につきましては、歳出のほうだけあげておりますけども、歳

入につきましては、令和２年度の過年度収入という形で現在あげてる分が、県から承認をいた

だいてる分の額でございますが、今後また、今の工事に対します追加分の請求の調査があって

おりますが、それにつきましてまた、追加が可能という形になりますと、うちの町のほうとし

ても、もちろん受入れを行いますが、これにつきましては、現在あげていますところが、まだ、

予定の額という形になりますので、また３月までにですね、分かる分でありましたら、また補

正のほうをさせていただきまして、計上する形になろうかと思いますが、現在につきましては、

補助以外につきましては、単独の分を付けさせていただいているという形でございますので、

あと増額になるということになれば、予算の組換え等をさせていただく形になろうかというふ

うに思います。 
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 以上です。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

 災害の件で大変御迷惑をおかけしております。国庫補助金につきまして、私が、翌年度精算

っていうことでお答えいたしましたが、ただ今確かめたところによると、まだはっきりしてい

ないということで、もし、国庫補助金が年度内に決まれば、３月の補正で、財源の組換えをさ

せていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

 よかですか。 

 ほかに質疑ありますか。 

 １番。 

 

１ 番（須藤 敏規 君） 

    基本的なことをお尋ねしておきますけども、通常設計いたしまして、特に災害ですから、危

険ということで必要の度合いは分かるんですけども、設計いたしまして、これで災害の復旧が

できるという予算で発注されたわけですけども、契約して、これで受けますか、はい、受けま

すよ、相手は承諾をしたということなんですね。そいで、途中から、先ほど来からの論があっ

とるように、大型作業車の転回場所が狭いとか、そういうのは向こうからの申出で出てきたの

か。それとも、再度、町の執行のほうで考えて発生してきたのか。契約書上はですよ、いろい

ろ方法があるんですけど、契約条項の何条でこの措置を行おうとなさったのだけ確認をさせて

ください。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

    しばらく休憩します。 

 

 （12時14分  休憩） 

 （12時16分  再開） 

 

議  長（川副 善敬 君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

    産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君） 

 御質問いただいております内容につきましては、まずこの事業にあたりましては、国県、国

のほうと事前協議のほうを行いまして、工事の内容を確認をしておりますが、その中におきま

して、国のほうから事業費については抑えるようにという形の話がございまして、それに合わ

せて設計という形を行っております。その中で、実際、現場のほうで行いまして、そういった

危険性が伴うという形のものにつきましては、今回変更をしているところでございます。追加

という形でさせていただいておりますが、そこの契約の内容につきましては、契約の中に、条

件変更等というところがございまして、そちらが18条のほうに記載しておりますが、その中の

条文をちょっと読ませていただきますと―――（須藤議員「よか。」）よろしいですか、18条の
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中にというところでございます。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    ほかに質疑ありませんか。 

    

    （「なし。」の声あり） 

   

    これで質疑を終わります。 

    これから討論を行います。 

 

    （「なし。」の声あり） 

 

    これで討論を終わります。 

    これから採決を行います。議案第３号 令和２年度佐々町一般会計補正予算（第９号）は、原

案のとおり可決することに異議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

 異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決しました。 

 以上で、本臨時会の会議に付された案件は全て終了しました。 

 閉会にあたり、町長の御挨拶をお受けします。 

 町長。 

 

― 閉会 ― 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    いろいろ、大変御迷惑をおかけいたしまして、ありがとうございました。 

    閉会にあたり、一言お礼を申し上げたいと思います。 

    議員の皆様におかれましては、３件の議案につきまして、慎重審議をいただきまして、適切

な御決定をいただきまして、誠にありがとうございました。 

    新型コロナウイルス感染症の感染者数っていいますか、国内で感染が急速に拡大しておりま

して、既に11都府県の２回目の緊急事態宣言が行われるということで、感染拡大の防止のため

の流れを抑制するなど、１月８日から２月７日までって先ほど申しましたように、１か月間の

実施されております。昨日、栃木県では状況が改善しているっていうことで、解除をされる予

定でありますが、10都府県につきましては、引き続き、３月７日まで、１か月間延長をされて

おるわけでございます。 

    県においても、今、副町長が会議に出ておりますけど、特別警戒警報が18日から２月７日ま

でっていうことで発令されておりまして、長崎市も独自の緊急事態宣言をされているというこ

とでございます。やはり県外との不要不急の外出は、往来は控えていただきますとともに、人

との接触機会をできるだけ減らすということで、感染予防に努めていただきますように、引き

続きお願いをしたいと考えております。 

    県内でも1,537人ということで、たくさんの感染者が出ているわけでございまして、先ほど申

しましたように、町内でも７件が発生しております。町としましても、議員からも御指摘があ

りましたように、引き続き、やはり皆様方の安全安心ということで、感染拡大防止に努めてで

すね、県と関係機関とも連携をしながらやっていきたいと考えておりますので、今後とも御支
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援を賜りますようによろしくお願い申し上げます。 

    住民の皆様には、引き続きこれまでと同様に、徹底した感染対策をお願いしたいと考えてお

ります。 

    議員の皆様方におかれましても、健康に十分御留意をいただきまして、町政あってのために

御活躍くださいますように心からお願い申し上げまして、閉会にあたりましての御挨拶に代え

させていただきます。 

    本日はどうもありがとうございました。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    ありがとうございました。 

    私から一言お礼を申し上げます。 

    本日の臨時会においては、３件の案件が提案され、可決されました。令和２年度の専決処分

されました一般会計補正予算（第８号）については、飲食業者の営業時間短縮に伴う給付金の

支給と、給付を行うというもので、事業者の方も安心をなされておるんではなかろうかと思っ

ております。 

    また、一般会計補正予算（第９号）については、これからのワクチン接種に関する予算で、

どちらも緊急を要する予算でした。 

    この井堰の案件については、説明不足という問題もありましたけれども、２議案とも、経済

と生活、人命の予防の役割に関するコロナの防止対策が主でございます。 

    町においても、議員の皆さんも日々の業務とコロナ対策業務で大変だろうと、推察いたしま

すけれども、議会も協力しながら、町民の皆さんとともに、この未曽有の危機を乗り切ってい

ければと考えております。 

    ことしの節分は例年より１日早い、２日になったのは、124年ぶりと言われております。地球

の公転の周期の関係でなっておるようでございますが、節分の豆まきということで、コロナの

鬼も一日も早く退散して、町民の皆さんが、平穏で楽しい生活に戻れますように願っておりま

す。 

    本日はお疲れ様でございました。 

    以上で、令和３年２月第１回佐々町議会臨時会を閉会します。 

    どうもありがとうございました。 

 

 

 （12時23分  閉会） 

     


